
ア　市議会議員選挙

うち代理記載による投票
者
（法49条第3項該当者）

北 区 25 7 256 － 2 － 14 － － 304

都 島 区 35 1 271 － － － 24 3 － 331

福 島 区 3 3 155 － － － 6 2 － 167

此 花 区 12 2 248 － － － 13 － － 275

中 央 区 16 2 170 － － － 4 － － 192

西 区 11 1 273 － － － 6 1 － 291

港 区 22 2 269 － － － 14 1 － 307

大 正 区 7 3 304 － － － 12 2 　－ 326

天 王 寺 区 10 1 263 － － － 4 － － 278

浪 速 区 4 － 218 － － 1 1 － － 224

西 淀 川 区 15 2 447 － － － 15 4 － 479

淀 川 区 30 4 442 － － － 21 4 － 497

東 淀 川 区 23 1 488 － － － 26 － － 538

東 成 区 15 － 204 － － － 11 － － 230

生 野 区 17 3 372 － － － 15 2 － 407

旭 区 20 － 316 － － － 37 2 － 373

城 東 区 39 3 431 － 2 － 13 2 － 488

鶴 見 区 21 4 365 － 1 － 16 1 － 407

阿 倍 野 区 18 1 387 － － － 26 4 － 432

住 之 江 区 37 1 737 － 1 － 15 4 － 791

住 吉 区 － － － － － － 0 － － －

東 住 吉 区 21 3 610 － 1 － 10 2 － 645

平 野 区 29 9 886 － 1 － 50 2 － 975

西 成 区 11 4 483 － － － 15 1 － 513

計 441 57 8,595 － 8 1 368 37 － 9,470

天災又は悪天候により投
票所に到達することが困
難な者
（同第６号該当者）

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）

（８）不在者投票事由別不在者投票者数

計区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産
褥にあるため歩行が困難で
ある者又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若しくは
婦人補導院に収容中の者
（同第３号該当者）

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）

（注）住吉区は無投票



イ　府議会議員選挙

うち代理記載による投票
者
（法49条第3項該当者）

北 区 25 7 256 － 4 － 13 － － 305

都 島 区 37 1 273 － 2 － 23 3 － 336

福 島 区 3 3 155 － 2 － 6 2 － 169

此 花 区 12 2 247 － － － 12 － － 273

中 央 区 16 2 172 － 3 － 4 － － 197

西 区 14 1 273 － － － 6 1 － 294

港 区 23 2 271 － － － 14 1 － 310

大 正 区 7 3 305 － 1 － 12 2 － 328

天 王 寺 区 10 1 265 － 1 － 4 － － 281

浪 速 区 4 － 219 － － 1 1 － － 225

西 淀 川 区 15 2 446 － 2 － 15 4 － 480

淀 川 区 30 4 444 － 3 － 21 4 － 502

東 淀 川 区 － － － － － － － － － －

東 成 区 17 － 203 － － － 11 － － 231

生 野 区 17 3 377 － － － 14 2 － 411

旭 区 23 － 314 － － － 37 2 － 374

城 東 区 40 3 432 － 4 － 13 2 － 492

鶴 見 区 23 4 366 － 1 － 15 1 － 409

阿 倍 野 区 19 1 388 － － － 26 4 － 434

住 之 江 区 34 1 742 － 1 － 15 4 － 793

0

住 吉 区 25 3 767 － 1 － 20 6 － 816

東 住 吉 区 21 3 611 － 3 － 9 2 － 647

平 野 区 29 9 888 － 4 － 51 2 － 981

西 成 区 11 4 482 － － － 15 1 － 512

計 455 59 8,896 － 32 1 357 43 － 9,800

（注）東淀川区は無投票

天災又は悪天候により投
票所に到達することが困
難な者
（同第６号該当者）

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）

計

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）

区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため若
しくは産褥にあるため歩
行が困難である者又は刑
事施設、労役場、監置
場、少年院若しくは婦人
補導院に収容中の者
（同第３号該当者）


